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1・
器

の

四

失

前
御
器
紗
の
法
門
は
秋
元
殿
へ
の
法
円
で
あ
る
が
、
就
中
、
株
の
四
失
ご
信
心
。
日
本
同
謀
叛
の
二
十
六
人
。
諸
宗

の
批
判
（
四
個
格
言
の
具
文
‘
九
一
三
）
0

承
久
の
乱
の
批
判
等
質
に
庚
汎
仁
一
日
一
っ
て
照
る
。
今
其
の
中
司
器
の
四
失
」
に

寄
せ
ら
れ
た
、

法
華
経
の
信
心
入

b
難
一
言
所
以
h
z
H
什
す
る
仁

御
器
J

」
申
す
は
「
う
つ
は
も
の
」
？
乙
読
み
候
：
：
：
：
：
：
器
は
我
等
が
身
心
を
去
す
。

と
ゐ
る
如
く
、
我
等
の
’
身
心
は
こ
れ
法
の
排
で
あ
る
o
然
る
に
濁
水
が
月
を
浮
ぺ
て
舟
．
む
こ
と
は
、

ιr稀
で
ゐ
る
様

仁
、
法
華
経
の
信
心
は
我
等
の
身
心
に
入

h
M怖
い
の
は
、

器
に
完
器
が
な
い
ご

M
じ
で
あ
る
。

即
も
器
に
凹
の
失
ゐ

b
。
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筒

御

旅

紗

の

法

門

一
に
は
「
獄
」
と
申
し
て
、
「
う
つ
む
り
る
し
な
旬
。
え
は
「
く
つ
が
へ
す
し
Q

叉
は
「
蓋
を
お
は
ふ
」
な
b
o

久
V

こ
に
は
「
漏
」
と
申
し
て
「
水
も
る
」
な
h
o

一
一
一
に
は
「
炉
」
三
申
し
て
「
け
か
れ
た
乏
な
ぺ
水
帯
り
れ
左
も
糞
の
入
b
た
る
水
は
用
ゆ
る
事
な
し
c

y
d唱
が

四
に
は
「
雑
」
な
り
o
飯
に
或
は
糞
、
或
は
石
、
或
は
士
な
ん
ど
を
雑
へ
ぬ
れ
ば
人
食
ふ
事
な
し
。

一L

ハ

ご
い
ふ
所
謂
「
．
提
」

「漏
L

ぺ
行
」
「
雑
」
の
四
失
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
台
大
師
が
、
訟
指
経
の
序
仙
の
四
衆
即
も
、

礎
起
（
読
訟
の
提
起
人
）
、
影
響
（
例
陀
の
随
侍
の
菩
薩
）
、
営
機
（
営
面
の
聴
衆
）
、
結
縁
（
未
来
得
脆
の
紘
を
結
ぶ
大

衆
）
の
四
衆
の
中
、
最
後
の
結
線
衆
を
轄
し
て
、

結
縁
・
と
は
、
過
去
の
根
浅
〈
、
濯
漏
汗
雑
し
、
一
二
割
誌
を
生
せ
ず
。
但
だ
未
来
得
度
の
凶
絡
を
作
す
、

（
文
句
五
、
三
九

取
立
）

の
文
に
依
て
、

結
縁
の
意
を
信
心
の
意
に
随
義
輔
用
し
て
法
事
の
信
心
を
搾
3
れ
た
の
で
あ
る
。

大
削
の
立
に
依
れ

kま

「
誕
漏
汗
雑
し
三
村
誌
を
生
ぜ
や
」
ミ
あ
る
此
に
、
妙
一
柴
大
師
は
右
の
丈
を
稗
し
て

間
詮
無
き
が
故
に
、

器
の
現
の
従
る
が
如
く
。

思
誌
を
閥
く
が
故
に
、
器
の
巳
に
漏
る
か
如
く
。

修
む
無
き
が
故
に
、

器
の
汗
雑
せ
る
が
如
し
。
器
仰
て
会
し
と
雄
、
汗
雑
を
以
て
の
故
に
、
用
ゐ
る
者
の
矯
め
に
棄
て
ら
る
が
如
し
。
故

に
総
結
し
て
三
慧
を
生
せ
す
と
云
ふ

0
2五、聞の）



三
レ
へ
る
如
〈
、

覆
漏
汗
雑
の
四
失
は
聞
、

忠、

修
の
三
慈
仁
劃
す
れ
ば
、

穫
を
聞
慧
即
も
開
法
仁
依
て
生
す
る
智

慧
に
配
し
。
漏
を
思
慧
即
も
法
の
中
仁
合
ま
れ
た
理
を
思
索
し
て
生
ず
る
材
怠
に
配
し
。
汗
雑
の
こ
を
合
し
て
修
慈
、

即
ち
観
念
修
行
に
依
て
牛
一
十
る
智
慧
に
配
し
て
居
る
。
要
す
る
仁
蝋
憎
の
覆
、
業
の
漏
、
苦
の
汗
雑
の
三
道
に
依
て
支

？
り
る
＼
に
依
て
、
三
怠
を
生
令
る
こ
と
が
出
来
や
、
陥
っ
て
三
徳
秘
密
臓
の
担
繋
に
住
す
る
乙
之
が
出
来
ぬ
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
即
ち
結
紘
の
衆
は
過
去
の
善
根
浅
い
故
に
、
三
道
の
陪
碍
あ
っ
て
、
視
座
に
盆
を
得
ず
、
未
来
得
脱
の
凶

縁
乞
結
ぶ
に
営
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

二、
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矢

と

矢

大
事
人
は
右
の
意
に
依
て
、
法
華
の
信
心
を
鞄
押
し
た
故
仁
、
器
の
四
失
と
レ
は
れ
て
、
前
掲
の
如
く
四
仁
分
っ
て
居

ら
れ
る
が
、
正
し
く
法
華
の
難
信
を
宜
。
へ
ら
れ
て
は
、
先
づ
総
じ
℃
器
に
就
て

器
は
我
等
の
身
心
h
T
表
す
。
我
等
が
心
は
器
の
如
し
（
意
業
）
、
口
は
器
（
口
業
）
、
耳
も
器
な
り
（
身
業
）
。

ご
三
業
仁
約
し
て
、
我
等
が
身
口
意
の
三
業
は
執
れ
も
器
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
器
に
信
心
の
入
り
難
き
を
述
ぶ
る
に

嘗
つ

τ、

法
華
経
と
申
す
は
、
悌
の
川
口
料
品
の
訟
水
（
信
心
）
を
、
我
等
が
心
に
入
れ
ね
れ
ば
、
或
は
打
も
返
し
ハ
意
業
）
。
或
は
耳

筒

御

器

紗

の

法

門

七



筒

御

器

紗
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法

門

/¥. 

に
聞
か
じ
と
左
右
の
手
を
二
つ
の
耳
に
覆
ひ
（
身
業
）
0

或
は
口
に
唱
へ
じ
ご
吐
き
出
し
ぬ
（
口
業
）
o
響
へ
ば
器
を
．
境

』

i

f
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同
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J
q
e
r
e
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M
A
a
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マ
』
は
・
』
れ
二
一
業
に
約
し
て
、

越
の
失
に
寄
せ
て
法
草
の
難
行
川
テ
一
越
ぺ
た
の
で
、

即
も
減
せ
た
株
に
水
の
容
れ
ら
れ
ぬ

Y
C
刷
様
で
ゐ
る
。
次
代

或
は
少
し
信
子
る
様
な
れ
ど
も
、
叉
謀
総
に
値
ム
て
信
心
う
す
〈
な
り
o
或
は
打
ち
捨
て
．
或
は
信
子
る
日
も
あ
れ

ど
も
‘
拾
っ
る
月
も
あ
り
o
泣
は
水
の
漏
る
・
如
し
。

さ
は
漏
の
失
に
寄
せ
て
信
心
の
退
轄
を
迷
ぺ
た
も
の
で
、

払
川
も
漏
る
器
に
水
守
容
る
、
、
が
如
く
、

何
時
迄
た
つ
も
水

の
溜
る
こ
之
が
な
い
主
同
様
で
、
信
心
に
断
編
あ
る
故
に
容
易
に
信
心
決
定
せ
ぬ
の
で
あ
る
o
延
に

或
は
法
華
艇
を
行
ず
る
人
の
、

一
日
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

一
口
は
南
無
阿
捕
陀
備
な
ん
ど
申
す
は
、
飯
仁
糞
を
雑

へ
、
抄
石
を
入
れ
た
る
が
如
し
。

t
』は

『
雑
』
bwa

レ
つ

τ行
を
レ
は
ぬ
が
、

乙
れ
恐
ら
く
妙
嘆
の
意
に
依
て

『
汗
雑
』
に
寄
せ
て
、

信
心
の
不
純
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
己
に
糞
の
喰
を
以
て
稗
し
た
様
仁
、
『
け
が
れ
』
と
い
以
『
ま
じ
る
』
と
い
以
、
共
に
純
浄
な
ら
ま

る
立
で
、
題
目
と
念
悌
と
宮
、
福
令
し
た
の
で
は
、
信
心
が
純
揮
で
な
い
故
に
、
何
時
に
な
っ
て
も
信
心
の
決
定
し
ゃ
う

筈
は
な
い
。



期
の
如
〈
大
義
人
の
稗
は
、
初
に
は
川
市
の
四
失
を
皐
り
ら
れ
な
が
ら
も
、
後
に
は
天
台
が
三
話
生
せ
予
三
い
は
れ
た

如
く
、
．
淀
J

」
漏
ご
（
汗
）
雑
と
そ
次
の
如
く
、
三
業
の
不
伝
党
と
、
断

L

視
の
信
心
と
、
雑
染
の
修
行
と
三
段
に
就
て
述
ぐ

ら
れ
て
居
る
。
即
も
今
の
意
を
同
表
す
れ
ば

ハ
三
議
）

（一一・火〉

返出聞
I i 

極

ー一
i
（
不
信
）
i
（
聞
怠
）

l
J

「

打

拾

｜

一

一

一

少

伝

一

1

漏
中
パ
断
績
）
｜
（
思
怠
）
一
法
平
艦

「

伝

拾

｜

一

一

同
町
一
｜
汗
雑
｜
↑
（
不
純
）
｜
（
修
慧
）
一

我
等

器

一＿l___
I 1 
心 身

／「J一意口身

定
の
如
く
、
三
失
は
一
漏
の
三
方
面
と
も
見
ら
れ
る
。
即
も
『
悪
繰
の
た
め
仁
打
拾
て
』
た
る
は
福
の
失
に
皆
b
、

「
或
は
釘
じ
或
は
拾
っ
る
』
は
雑
の
失
に
嘗
b
、
猶
深
し
て
信
心
に
断
績
ゐ
る
は
信
心
浅
薄
な
る
か
た
め
で
あ
る
。

曲
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門

二
Q

一一一、

』ひ

と

失

右
の
三
失
に
就
て
骨
て
（
数
報
一
月
競
）
望
月
皐
円
却
は
、
法
事
の
三
心
（
所
謂
掲
仰
心
、
質
直
心
、

一
心
）
と
今
の

四
失
と
の
閥
係
を
述
べ
て
、

者
は
不
制
仰
心
。
汗
は
不
質
直
心
。
雑
は
不
純
心
。
漏
は
三
心
の
過
失
仁
通
ず
る
。
義
’
r一
奔
す
ぺ
き
で
あ
る
。

『
秋

元
鉢
』
の
四
心
は
要
す
る
に
、
三
心
の
過
失
を
示
さ
れ
た
敢
誠
で
あ
る
o

と
述
イ
ら
れ
て
居
る
が
、
漏
が
三
心
に
通
ず
る
こ
と
は
今
の
問
失
の
結
文
仁
、

荘
、
漏
‘
汗
、
雑
の
四
の
失
を
離
れ
て
候
、
器
を
ば
、
完
器
と
申
し
て
ま
っ
た
き
器
也
。
暫
提
漏
ら
ざ
れ
ば
水
失
へ

る
事
な
し
。
伝
心
の
こ
＼
ろ
全
け
れ
ば
、
平
等
大
慧
の
智
水
乾
〈
事
な
し
。

ー
』
い
ふ
文
に
就
て
見
れ
ば
、

ニ
失
に
埴
令
る
意
で
ゐ
ゐ
O

併
し

『
秋
元
紗
」

の
正
し
〈
四
失
を
迫
害
合
し
℃
説
い
た

交
に
は
、
滝
、
樹
、
雑
丈
け
で
汗
の
稗
は
見
嘗
ら
ぬ
、
こ
れ
は
併
も
妙
繋
が
凹
失
の
中
、
汗
雑
Lγ
人
口
し
℃
一
三
な
し

τ、

四
失
は
三
怠
に
劃
し

τ三
失
ご
せ
ら
れ
た
如
〈
、

「
秋
元
秒
』
の
中
間
搾
は
正
し
く
三
失
で
ゐ
る
、
こ

ω点
は
三
組
同

一
徹
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
結
文
の
蒋
や
、
望
月
兄
の
如
く
問
矢
巾
語
、
汗
、
雑
ぞ
所
謂
法
修
の
三
矢
に
合
し
、
或
は
結

文
の
立
に
依

τ漏
を
三
失
仁
通
一
や
と
し

τも
、
琉
れ
仁
し
て
も
凶
失
は
三
失
と
な
る
の
で
ゐ
乙
。
明
の
如
（
説
明
上
多



少
の
相
違
は
ゐ
っ
た
に
し
て
も
、

果
兎
同
一
一
結
論
仁
は
落
ち
つ
く
こ
と
仁
は
な
る
が
、

者
漏
雑
を
三
失
と
す
る
こ
と

は
、
一
二
組
一
徹
で
あ
る
。
法
卒
の
三
心
主
は
、
こ
れ
恐
ら
〈
滞
士
観
粍
の
三
心
に
附
一
子
ゲ
』
得
て
、
皐
凡
が
白
我
備
の
悌

陀
の
入
械
に
到
す
る
、
衆
生
の
切
な
る
情
を
似
し
た

成

皆

快
一
・
穣

7
h
J
 

v
h
H
 

－
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生

渇

でY
’，，，，. 

、

仰

1( 

、

質

直

欲

見

イ弟

柔

IL' 

事大

意

の
文
に
依
て
法
事
の
信
心
の
内
宥
を
三
分
し
た
も
の
で
、

『
提
婆
品
」

で
あ
る
の
市
し
て
若
し
最
後
の
一
心
は
「
紳
力
日
開
』
の
結
文
の
『
決
定
無
レ
有
レ
疑
」
の
丈
に
依
れ
ば
、
又
決
定
心
と
一
五

の

「
浄
心
信
敬
、

の
文
も
同
立

っ
た
方
が
趨
営
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
三
矢
は
三
心
に
反
す
る
も
の
で
、

一

渦

仰

心

（

信

敬

〉
l

碍
ぺ
1

1

〈打

法
華
信
心

l↑

1
2心

（
浮
心
）
！
汗
i
J
J
漏
（
少

一l
決
定
心
〈
不
爪
疑
惑
）
！
l
J雑
＼
十
｜
｜
（
伝

衆

伏

生．

先
J

’EE
 

不

品
目

身

命

白

不
生
疑
惑
」

拾信拾

I_ I_ I 

失

等
を
誠
め
ら
れ
た
に
坂
す
る
の
で
ゐ
る
。

第
二
の
浮
心
質
直
心
に
劃
す
れ
ば
汗
が
趨
常
で
ゐ
る
。
説
れ
に
し
て
も
随
義
特
別
で
、
要
は
民
華

ω伝
心
に
就
℃
、
我

柑
同
御
肌
神
妙
の
法
門



筒

御

添

紗

の

法

門

四

題

日

と

徐

行

「
秋
元
妙
』
に
は
上
越
の
如
く
、
信
心
の
三
失
を
辿
べ
ら
れ
た
が
、
就
中
川
川
後
の
決
定
心
仁
針
す
る
‘
雑
の
点
－
L

モ

の
中
心
主
世
か
れ
た
の
で
あ
る
o
乙
れ
い
ふ
迄
も
な
い
こ
と
で
、
決
定
は
以
後
の
決
定
で
ゐ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
即
ち
雑

の
大
立
を
述
べ
た
後
に

法
辛
料
の
丈
に
「
但
だ
大
乗
の
経
典
セ
受
持
す
る
こ
と
乞
架
っ
て
、
余
艇
の
一
偏
乞
も
受
け
や
』
と
説
く
は
赴
弘
、

と
飴
艇
除
行
を
杢
部
を
遮
し
、
夏
に
世
間
の
随
義
の
解
秤
に
針
し
て

世
間
の
皐
匠
は
法
華
料
に
飴
行
を
雑
へ
で
も
、
苦
し
か
ら
ず
と
思
へ

b
o
日
遅
も
さ
こ
そ
は
思
ひ
候
へ
ど
も
純
文
は

し
か
ら
子
。
駐
日
へ
ば
后
の
大
王
の
精
子
を
妊
め
る
が
、
又
民
三
ご
つ
げ
ば
王
稲
と
民
種
と
雑
り
て
、

天
の
加
護
と
氏

紳
の
守
護
と
に
捨
て
ら
れ
、
其
岡
破
る
L
縁
と
な
る
。
父
二
人
出
ポ
れ
ば
、

王
に
も
あ
ら
ず
、
民
に
も
あ
ら
、
や
人
非

人
也
。
法
華
経
の
大
事
と
申
す
は
是
品
。
一
料
熟
脱
の
法
門
法
華
経
の
肝
心
也
。

左
越
ぺ
ら
れ
た
こ
ご
は
、

『
上
野
殿
御
返
事
」
に

今
末
訟
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
余
維
も
法
事
経
も
詮
な
し
、
但
南
無
妙
法
進
本
縦
な
る
べ
し
。
此
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
除

事
を
ま
じ
へ
ば
．
ゅ
、
し
き
僻
事
な
り
。
嬰
児
に
乳
よ
h
外
の
も
の
を
や
し
な
ム
ペ
ラ
賊
。
良
薬
に
又
礎
乞
加
へ
m
H



事
な
し
。
（
一
七
一
七
）

y

と
い
ヘ
る
文
に
掛
照
し
て
、
今
の
雑
の
失
を
’
知
る
べ
き
で
あ
る
。
即
も
雑
は
決
定
心
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
妙

法
五
字
に
約
し
て
，
H

防
車
の
下
利
を
判
じ
て

三
世
十
方
の
備
は
必
？
、
妙
法
蓮
華
艇
の
五
字
な
純
と
し
て
悌
に
成
hJ
給
へ
り
。
南
知
…
阿
嫡
陀
偽
は
怖
純
に
は
あ
ら

令
。
異
－
一
一
日
の
五
戒
等
も
椅
あ
ら
今
、
能
々
此
事
を
習
ひ
給
ふ
ぺ
し
、

H
4
は
雑
な
り
。

v
f
一
雑
一
の
立
h
T
一
決
し
、
最
後
『
信
心
の
乙
＼
ろ
会
げ
れ
ば
、
平
等
大
慧
の
智
水
乾
く
こ
と
な

L
』
ご
E

妙
法
の
下
積
は
誘

出
い
の
問
失
即
も
三
失
を
離
る
乙
’
と
に
依
て
成
熟
し
、
絡
に
悌
果
eT
決
定
す
べ
き
乙
と
を
辿
ぺ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
。

若
し
そ
れ
快
華
の
ご
一
心
を
御
泣
文
中
に
求
む
れ
ば
、

『
妙
一
厄
御
前
御
返
事
情
一
九
四
八
）
に

「
実
の
お
と
こ
を
ゐ
し

む
が
如
く
、
親
の
子
守
拾
て
ざ
る
が
如
〈
』
’
と
は
沿
仰
心
。

『
怯
華
経
緯
迦
多
川
賞
等
を
信
じ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
ご
唱

ふ
る
』
と
は
賀
直
心
、

『
不
受
除
縦
一
旧
閣
の
純
文
を
、
少
し
も
拾
っ
る
乙
と
な
き
』
ご
は
決
定
心
を
蒋
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
若
し
こ
れ
を
信
の
浅
深
に
就
て
、
見
る
な
ら
ば
、
信
受
。
深
信
。
決
定
信
の
三
信
と
見
る
べ
く
、
更
に
こ
れ
を
又

信
行
の
上
か
ら
足
る
な
ら
ば
、
信
受
は
信
前
行
後
で
あ
り
、
信
は
信
行
供
時
で
あ
り
、
決
定
信
は
行
前
伝
後
と
い
ふ
ぺ

き
で
あ
る
。
即
ち
信
の
三
失
に
劃
し
て
、
今
の
三
伝
を
以
て
信
の
三
徳
之
構
す
べ
き
で
あ
る
。

僑

御

添

妙

の

法

門



有
・
町
民
ゆ
り
れ
品
川
J

f
z
；
j

6

j

｜
 

問

附、

謀

叛

U) 

十
』且」ノ、
人

一
、
大
石

山

（小）

丸

Iま

設

向
ほ
『
筒
御
探
紗
』
に
於
て
注
意
す
べ
き
は
、
我
園
謀
叛
の
二
十
六
人
の
中
第
二
人
に
就
℃
℃
あ
る
。
即
も

日
本
固
に
代
始
ま
ら
て
よ
h
、
U
に
謀
叛
の
者
二
十
六
人
。
第
一
は
大
山
の
王
子
、
第
二
は
大
石
の
山
丸
乃
宅
第
二

十
五
人
は
頼
朝
、
第
一
一
十
六
人
は
義
時
也
。
（
一
九
三
二
）

と
い
日
。

『
新
地
殿
御
返
事
」
に
は

我
朝
人
王
九
十
一
代
の
問
仁
、
謀
叛
の
人
々
は
二
十
六
人
也
o
所
謂
大
山
の
王
子
、
大
石
の
小
丸
乃
宇
一
時
門
、
純
友
、

W
M
左
府
等
也
、
へ
一
八
四
八
）

と
い
へ
る
を
見
る
に
、

前
者
仁
は

『
大
石
の
山
九
』
ご
い
ひ
、
後
者
に
は
『
大
山
の
小
丸
』
と
い
ふ
。
布
に
就
℃
『
砕

蒙
」
附
は

大
石
山
丸
が
事
は
日
本
紀
等
に
も
無
ー
之
、
本
懐
知
れ
ざ
れ
ば
、
山
丸
小
丸
の
是
非
を
札
す
に
及
ば
令
。

（
二
九
五
一

三
五
四
九
）



と
い
っ
て
本
懐
不
明
と
し
て
肘
・
る
が
、

若
し
『
聖
典
大
辞
林
』
（
六
三
一
）
は
、
山
と
小
さ
謀
議
さ
れ
日
夕
き
、

「
法
門
可
申

偽
」
の
御
異
蹟
を
出
し
。
『
類
纂
本
』
は
「
源
平
盛
衰
記
』
等
に
準
じ
て
『
新
池
殿
御
返
事
』
の
如
〈
『
大
石
小
丸
』
と
し

て
居
る
。

あ
や
し

然
る
仁
右
に
就
て
は
昨
牟
の
春
、
大
阪
の
岡
嶋
伊
八
氏
よ
り
、
大
石
の
山
丸
は
、
文
石
の
小
丸
の
設
で
、
右
は
『
日

本
書
紀
』
並
に
『
同
史
略
」
共
仁
雄
時
帝
十
三
年
の
慨
に
依
て
明
瞭
？
乙
な
っ
た
が
、

『
H
本
書
紀
』
十
四

の
セ
仁

依
れ
ば

雄
略
天
皇
十
一
一
一
年
、
秋
八
月
播
贈
圃
御
井
隈
人
、

丈
石
小
磨
有
レ
力
強
レ
心
身
一
一
行
暴
虐
一
。

路
中
抄
劫
、
不
レ
便
一
遁

行
一
。
又
断
一
向
客
艇
鮒
一
、
悉
以
奪
取
．

乗
謹
一
一
固
法
－
、
不
レ
輪
三
租
賦
一
。
於
レ
是
天
皇
遺
－
春
日
小
野
臣
大
樹
一
領
一
敢
死

士
一
百
二
並
持
ご
火
知
一
同
レ
宅
而
焼
。
時
自
コ
火
炎
中
一
、
白
狗
暴
出
逐
一
一
大
樹
臣
一
、
其
大
如
レ
馬
。

大
樹
臣
神
色
不
レ

襲
、
抜
ー
刀
斬
t

之
、
即
住
持
一
文
石
小
耐
用
一
。

と
あ
b

「
岡
史
略
」

一
二
九

『
文
石
小
丸
」

に
作
L

リ0

「
扶
桑
略
記
』
は
『
大
石
少
磨
』
仁
作
b
o
『
平
家
物
語
』
五

『
朝
敵
ぞ
ろ
へ
の
事
」
の
下
叉
『
大
石
の
山
九
』
に
作
り
。

『
源
平
盛
衰
記
』
十
七
の
『
謀
叛
不
レ
逐
一
一
素
怯
一
事
』
の

下
亦
「
大
石
山
丸
」
に
作
る
。
乙
れ
古
来
輯
寓
の
設
で
、
丈
と
大
’
r尋問
h

リ
、
小
v
乙
山
と
諜
ち
て
、
遂
に
丈
石
の
小
丸
（
磨
）

を
、
大
石
山
丸
と
書
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

筒

御

旅

M
M

内

法

門

二
五



筒

御

総

紗

の

法

門

コムハ

二、

書

の

列

名

若
し
謀
叛
の
二
十
六
人
に
・
城
て
は
、
大
地
一
人
果
し
て
何
仁
依
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

「
和
語
式
」

は
＝官

主Ji

家
物
語
」
合
引
き
o

「
一
伴
家
」
二
九
五
O

は

一寸．卜’

r勿
丘
口
乃

口

一

f
ι
9
”サヨ－
n
L

「
淵
半
盛
衰
記
』

「
太
平
記
」
の
三
書
を
引
用
し
て
居
る

が
、
右
三
金
円
の
記
事
は
執
れ
か
立
本
仁
な
っ
た
の
で
．
粗
ぼ
同
一
の
形
式
で
記
さ
れ
て
居
る
。
芳
賀
博
士
の
如
き
は

『
半
家
物
語
』
に
就
て
『
書
中
の
史
且
貨
よ
り
推
し
て
、
此
物
語
が
今
日
の
形
を
取
る
に
烹
b
し
は
、
略
御
深
草
天
皇
の

建
長
十
二
年
の
頃
な
b
」
と
い
ひ
。
『
盛
衰
記
』
に
就
て
は
『
平
家
物
語
と
前
後
は
明
か
な
ら
ず
」
（
国
文
串
歴
代
議
備
考
〉

と
い
ふ
が
、
今
『
平
家
物
語
』
五
の
「
朝
敵
ぞ
み
へ
の
事
』
の
下
、

『
盛
衰
記
」
十
七
の
一

u

謀
叛
不
遜
素
懐
事
」
の
下

並
に
『
太
平
記
』
十
六
『
H
本
朝
敵
事
』
の
下
に
列
車
す
る
人
名
を
見
る
に
、

（四）（三）（二）（ー）五

大半藤土平
石綿原蜘記
山門千妹）
丸。方。 。

〈ー）長

平

盛
設
言己

（ー）主
家
物
語
'-" 

（三）

（二）
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（天）（石〉（完）（玉）（函）（三）（三）（二）（；：；）（九）（八）（七）（六）（疋〉

伊
操
親
王
ハ
和
式
－
情
息
子
〉

凡

v
h
o

～

氷
上
川
’
鱗
ハ
天
武
府
間
品
川
係
〉

楠
純
友
？
（
逸
勢
の
諜
？
）

文
尾
山
片
岡
（
藤
原
田
焼
））

 

恵
美
押
勝

井
上
皇
后

筒

御

探
（
藤
原
仲
麿

ヘ
零
武
帝
女
J

／
光
仁
帝
扇
、

妙

の

法

門

聾長山県蘇
成属国浦我
右右石太入
大大川匝鹿

更旦 Z言語
藤夫長担斐衣
服武＂＂＇ Ir？~？. 蝦

重喜2日表情、－--

大
山
王
子
。
（
献
剛
一
例
町
一
子
）

大
友
買
郎
（
一
治
則
自
一
）

守
口
南
大
阪
（
物
部
弓
削
守
屋
〉

（言）（六〉（孟）（晶）（三）（芸）（四）（五）（三）（ニ）（=t）（又）〈玉〉
仁王〉 橘
英 成逸z
r翌勢t

時
九
口
蒙
に
兄
と

t
w
A
は

（弓）（ミ）(i~）（有）（有）（同〉

七
F’ 

金
二

全
一
回

（四）（六〉（五）（七）（三）

平宇
蒙



筒

御

添

紗

の

法

門

。
叩
恥
一
応
太
子
（
枇
枇
珊
肝
）

ム一一
O

大
友
皇
子
ハ
第
六
議
複
〉

三
藤
原
仲
成

ム
ニ
二
相
馬
持
門
（
第
三
重
復
）

ニ
一
一
二
犬
慶
純
友
（
藤
原
）

ニ
四
康
和
義
親
（
源
）

二
五
宇
治
惑
左
府
議
原
理
長
）

二
六
六
候
判
宵
持
義
（
源
）

二
七
感
左
衛
門
脅
信
頼
（
藤
原
）

ニ
八
安
倍
貞
任

二
九
全
宗
任

三
清
原
武
衡

＝
一
一
全
家
衡

一
三
一
平
相
園
清
盛

（三）（美）（己）（函）（九）（三）（三）（三〉（三）（宅）

（三）（三）（三）（天）（石）（三）(2§)( ；；＿：）（三）

二
八

A
T
一二一一

全

五

L為
白

4

h

、

’h
J

一
J

ノ

会
一
七

会
二

O

ノ、‘
←~ 全

二
二

全

八

会
一
九



（美）（歪）（晶）（三）

足北河本
利保佐曾
隼 i高原冠
氏時入者

良！.）義
~仲
頼

さ
担
ゆ
き

O
（
八
）
異
動
親
王

（
肝
…
問
…
協
↓
一
子
）

（
一
九
）
太
宰
少
武
藤
原
康
嗣

（一五）

~ 
ii、

（
ニ
八
）
源
頼
朝
？

（ニ四）

" 

。
.r'! 
ニまさー

族

乙とh

重

干支

，、＼

＼／  

太
平
記
不
載
、

今
三
者
の
列
名
に
就
て
昆
る
に
、

『
卒
家
』

「
盛
衰
記
』
は
土
蜘
妹
よ
り
悪
克
街
門
督
に
至
る
ま
で
、
前
者
は
二
十

三
人
、
後
者
は
三
十
七
人
で
あ
る
。
然
る
仁
「
平
家
』
に
は
頼
朝
に
就
て
、

然
る
に
其
恩
を
忘
れ
て
、

嘗
家
に
向
以
て
弓
を
ひ
き
、

矢
を
放
つ
に
て
ぞ
あ
ん
な
れ
。

其
儀
魚
ら
ば
一
脚
明
も
二
一
賓

も
、
・
レ
か
で
か
赦
し
給
ふ
守
へ
き
。
唯
今
天
の
謹
蒙
ら
ん
ず
る
頼
朝
か
な
：
：
：
：
・
（
盛
衰
記
同
一
認
さ

と
あ
る
に
依
て
、
且
ら
く
頼
朝
を
こ
書
の
列
名
に
加
へ
れ
ば
、
二
十
四
人
、

二
十
八
人
J

』
な
る
の
で
ゐ
る
。
市
し
℃

書
の
相
還
は
『
盛
衰
記
柄
引
川
、

（
五
）
の
長
尾
玉
、
（
ム
ハ
）
の
豊
成
と
、
（
八
）
の
直
如
親
王
、
（
一
三
）
の
清
原
武
衡
と
の
凶
人

を
加
へ
た
か
ら
で
あ
る
o

若
し
「
太
平
記
』
と
『
盛
衰
記
』
と
の
相
違
は
‘

「
太
平
記
』
の
列
名
三
十
五
人
と
、
嘗
の
朝
敵
た
る
足
利
骨
骨
氏
を

加
へ
て
三
十
六
人
と
す
る
が
此
の
中
に
は
（
三
）
の
平
時
門
と
（
ニ
O

）
の
大
友
皇
子
と
は
、
重
複
す
る
故
に
之
な
除
レ
て

z
q
岡
山
叩
尽
か
心
夕
、
ノ
＋
H
h

阿
J

’b
p

例
制
歩
引
ハ
’

Y

G

川
叫

μ

一一九



内

川

御

総

紗

の

法

門

0 

計
三
十
四
人
で
あ
る
。
而
し
て
『
盛
衰
記
』
と
数
に
依
て
は
六
人
の
相
違
で
ゐ
る
が
、
人
に
は
十
二
人
の
相
惑
が
み
る

の
で
あ
る
。
即
丸
「
盛
衰
記
」
に
は
『
太
平
記
』
に
翠
げ
ぬ
、
（
八
）
の
直
如
親
王
、
（
一
九
）
の
藤
原
虞
嗣
、
（
ニ
八
）
の
源
頼

明
の
三
名
そ
暴
げ
て
民
的
る
し
。
叉
『
太
平
記
』
に
は
「
盛
衰
記
」
に
見
え
な
い
。
（
二
）
の
藤
原
千
方

（
九
）
の
豊
浦
太

問
、
（
ニ
六
）
の
山
知
義

（
一
三
）
の
清
原
家
衡
．
（
三
一
一
）
平
清
盛
．
（
一
一
一
一
さ
の
木
骨
義
仲
、
（
三
四
）

ω源
籍
組
、
（
一
一
一
A

）
の
北
保
高
時

（
一
・
一
六
）
の
足
利
傘
氏
の
九
人
そ
出
し
て
居
る
か
ら
で
ゐ
る
o
故
に
三
者
通
じ
で
謀
叛
人
ご
し
て
‘
都
人
口
三
十
九
人
と
な
る

の
で
あ
る
。

一一一、

す

六

人

初L

て

然
る
に
大
黒
人
は
「
筒
御
器
鉢
』
に
は
、
「
H
本
固
に
代
始
ま
り
て
よ
り
、
己
に
謀
叛
の
者
二
十
六
人
」
－
九
三
二

左

遊
ば
さ
る
、
、
故
に
、
一
二
舎
の
人
敢
に
比
し

τ十
三
人
の
相
違
が
あ
る
o
併
し
「
神
国
王
書
」
に
依
れ
ば

神
ご
申
す
は
叉
岡
闘
の
岡
主
等
の
崩
去
し
給
へ
る
を
、
生
身
の
ご
ご
く
ゐ
が
め
給
ふ
。
此
小
園
王
岡
人
の
た
め
の
父

母
品
。
主
君
品
。
附
匠
也
Q

片
時
も
を
む
か
ば
園
安
穏
な
る
べ
か
ら
ず
。
此
を
崇
む
れ
ば
岡
は
三
災
を
消
し
‘
七
難

を
梯
以
、
人
は
病
な
〈
長
書
を
持
も
。
後
生
に
は
人
天
ご
三
乗
手
』
仰
と
な
b
給
ふ
ぺ

L
O
i
－
－
：
：
王
威
を
川
わ
て
此

を
せ
め
ば
、
騰
の
維
を
去
り
、
猫
の
ね
づ
み
を
食
以
、
蛇
の
か
へ
る
を
の
み
、
獅
子
王
の
兎
ぞ
殺
す
に
て
こ
そ
あ
ふ



べ
け
れ
0

・
：
：
：
：
王
法
の
力
に
大
法
を
行
以
合
せ
て
、
頼
朝
三
義
時
ご
の
本
命
ご
元
神
と
を
ば
、
党
王
ご
帝
稗
等
仁

抜
き
取
ら
せ
給
ふ
口
一
三
五
三
1

五六

之
官
一
ム
レ
』
始
め
？
と
し
て
、
承
久
の
乱
等
に
劃
す
る
大
型
人
の
掌
王
論
よ
り
し

τ、
所
謂
「
謀
叛
の
二
十
六
人
」
の
中
へ

は
、
恐
ら
く
白
干

a

族
閥
係
の
方
今
を
加
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
る
に
「
筒
御
器
紗
」
の
先
の
蓮
文
仁
は

ぷ
叛
の
者
二
十
六
人
、
第
一
は
大
山
の
王
子
。
第
二
は
大
石
の
山
丸
、
乃
至
第
二
十
五
人
は
頼
朝
、
第
二
十
六
人
は

義
時
也
。
二
十
四
人
は
奉
レ
被
ν
責
レ
朝
、
獄
門
に
被
h

懸
レ
首
山
野
に
曝
レ
骸
。
二
人
は
奉
ν
傾
ご
王
位
一
闘
一
中
を
翠
レ
手
、

王
法
既
に
謹
き
向
。
一
九

さ
記
さ
れ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
三
書
に
見
ゆ
る
（
一
）
の
士
蜘
妹
は
除
か
れ
た
が
、
第
一
を
大
山
の
王
子
ご
し
て
、
騒
柿

帝
の
第
二
皇
子
を
出
さ
れ
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
皇
族
閥
係
を
除
か
れ
た
の
で
も
な
い
様
で
あ
る
。

き
れ
ば
『
一
杯
蒙
」
二
九
に
は
上
掲
の
三
書
左
大
柴
一
人
の
二
十
六
入
手
を
合
し
て
『
平
家
』
の
二
十
四
人
の
中
頼
朝
を

除
3
、
事
件
の
内
容
か
ち
し
て
、
（
八
〉
の
文
属
官
田
と
つ
き
の
藤
原
庚
嗣
（
却
も
宮
田
腔
は
康
嗣
の
第
三
弟
で
あ
る
）

主
を
人
日
し

τ
一
と
な
し

巳
上
廿
二
人
也
。
太
平
記
に
は
県
浦
大
．
位
ど
、
左
大
臣
長
屋
王
と
、
右
大
臣
豊
成
と
を
加
へ
。
更
に
魚
義
清
盛

義

仲
を
も
列
ね
た
れ
ば
、
其
内
に
て
何
れ
仁
て
も
諒
罰
に
値
へ
る
一
一
人
を
加
へ
て
廿
四
人
と
し
o
更
に
頼
朝
義
時
を
添

筒

御

務

紗

の

法

門



可』’

a
p
s
r
p
b

，

h
h

Fhp
晶凶
F

V行
企
画
’

dv

廿
U
V
H
B

へ
て
廿
六
人
ご
し
玉
へ
る
な
る
ぺ
し
。
（
二
九
四
五
た
）

主
連
ぺ
、
攻
で
『
和
一
諸
式
竺
一
凶
七
を
誇
し
て

語
式
平
家
の
設
を
た
立
す
、
少
武
具
」
康
嗣
と
を
分
て
二
人
？
と
し
て
廿
三
人
と
し
。
更
に
宗
盛
乞
加
へ
て
廿
六
人
主
せ

る
事
、

一
笑
h
T
－
接
す
る
に
足
れ
b

ご
い
ふ
が
、
勿
論
太
宰
ゆ
武
藤
原
康
嗣
を
、
官
名
主
人
名
ご
を
升
っ
て
二
人
と
す
る
こ
ご
は
設
で
あ
る
が
、
『
砕
蒙
」
が

官
国
府
p
乙
康
嗣
？
と
常
H
7
り
な
か
っ
た
の
は
。
似
て
非
な
る
説
で
あ
る
。

四

副氏

意、

奈

，E
E
E

，
 

J
l
 

要
す
る
に
大
型
人
の
所
謂
謀
叛
の
二
十
六
人
さ
は
、
肢
に
第
一
に
大
山
の
王
子
を
数
へ
て
居
る
点
か
ら
し
て
、
別
し

て
皇
族
に
関
係
あ
る
方
々
を
除
い
た
で
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
如
〈
明
で
あ
る
が
、
叉
三
者
の
最
初
仁
敷
へ
た
士
蜘
妹

テ
一
除
い
た
こ
ご
も
朋
で
あ
る
。

E
つ
最
後
に
頼
朝
、
義
時
を
列
ね
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
三
書
執
れ
に
依
っ
た
と
も
い
は

れ
ね
が
、
大
体
『
平
家
」

「
盛
衰
記
」
等
を
資
料
と
し
て
、
蘇
我
物
部
の
争
、
宮
田
麿
康
嗣
の
事
件
、
安
倍
の
兄
弟
‘

清
原
の
兄
弟
等
の
品
質
を
事
件
中
心
に
し
て
、
粉
判
義
時
等
少
－
加
へ
ら
れ
て
廿
六
人
と
し
た
も
の
が
、
或
は
「
平
家
』
等

を
資
料
ご

L
て
、
其
の
内
容
の
迎
一
一
意
に
依
て
取
捨
せ
ら
れ
て
、
相
朝
義
時
等
を
加
へ
て
、
二
十
六
人
と
せ
ら
れ
た
も
の



で
あ
ら
う
。
恐
ら
〈
後
の
意
に
近
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

若
し
そ
れ
大
石
の
山
丸
（
小
丸
）
ミ
せ
る
点
に
就
て
は
、

「
平
家
』

「
盛
衰
記
」

れ
も
諜
ま
っ
て
居
る
故
に
、
恐
ら
く
同
一
資
料
に
依
ら
れ
た
、
大
事
人
の
誌
は
営
然
の
こ
さ
で
あ
る
o

「
太
平
記
』
等
の
専
門
史
俸
が
執

筒

御

然

紗

の

法

門

四

一O
、


